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    出席者：  

     公 益 委 員   宮里委員、儀部委員、春田委員、上江洲委員 

     労 働 者 委 員   大﨑委員、辻委員 

     使 用 者 委 員   宮城委員、大城委員 

  

沖縄総合事務局 宮里船舶船員課長、玉城海事振興調整官 

野原課長補佐、西専門官 

 

 

 

議事次第 

 

      ○開 会 

 

      ○議 事 

１．第７９回船員部会の議事録承認について 

２．意見交換 

 

      ○閉 会 

 

      （配付資料） 

１．第７９回船員部会の議事録（案） 

２．船員職業紹介実績等一覧表（平成２７年５月分）
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宮里部会長 

 定刻でございますので、第８０回船員部会を始めさせていただきます。 

  本日の委員の出席状況と配付資料の確認を事務局からお願いします。 

 

事務局（西）  

 本日は、公益委員４名、労働者委員２名、使用者委員２名が出席されて

おり、船員部会運営規則第９条の規定による定足数を満たし、有効に成立

していることを御報告いたします。 

 

 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 

 （配付資料の確認） 

 

宮里部会長 

 それでは、初めに第７９回船員部会の議事録の承認について、お諮りし

ます。 

  お手元に配付されています議事録を御確認ください。 

 議事録のとおりでよろしいでしょうか。 

 

各委員 

 （「異議無し」） 

 

宮里部会長 

 では、異議なしということで承認されたものといたします。 

 

 続きまして、議題２の管内の雇用状況等について事務局に御説明をお願

いします。質問は、最後にお願いします。 

 

事務局（野原補佐） 

 平成２７年５月分の管内雇用状況等の概要について報告いたします。 

 

●求人状況について 

新規求人数は４件でした。 

前月は９件で５件の減少。前年同月は４件で増減なしとなっております。 

 月間有効求人数は２１件でした。前月が２５件で４件の減少。また前年

同月は２５件で４件の減少となっております。 

 月間有効求人数２１件の内訳としましては、商船等が２０件、漁船１件

となっております。月末未済求人数は１３件でした。 

 

●求職状況について 

新規求職数は６名でした。前月は５名で１名増加。 

 また、前年同月は８名で２名減少となっております。新規求職数６名の

内訳としましては、６名全員商船となっております。 

月間有効求職数は１９名でした。前月は２１名で２名減少、また、前年

同月は２１名で２名減少となっております。 

月間有効求職数１９名の内訳としましては、商船等が１７名、漁船２名
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となっております。月末未済求職数は１４名でした。 

 

●成立状況について 

５月は０件でした。 

 

●求人倍率について 

 ５月の月間有効求人倍率は１．１１倍でした。前月は１．１９倍で０．

０８ポイント減少。 

 また、前年同月は１．１９倍で０．０８ポイント減少となっております。 

 

●新規求職者の退職理由、または求職理由別内訳について 

５月の新規求職者６名は全て退職によるものでした。退職理由としまし

ては、船舶所有者都合が２名、自己都合が４名となっております。 

新規求職者が所属していた会社所在地につきましては、管内が４名、管

外が２名となっております。 

 

●失業等給付支給内訳について 

基本手当受給者実人員は３名、支給延べ件数は３件で、基本手当支給金

額は３８８，１９５円。その他再就職手当の支給が２件あり再就職手当給

付金額は１，６２８，８６７円でした。総支給額は２，０１７，０６２円

でした。 

 以上で管内雇用等状況の概要説明を終わります。 

 

宮里部会長 

  ただいまの説明につきまして、何か質問等ございますか。 

 

辻委員（労） 

ここ数カ月成立が何件かあった中で今回０件。船員不足の中、求職者が

いるにも関わらず０件というのは、何か理由があるのでしょうか。例えば、

何か希望が合わなかったとか、分かる範囲で教えていただきたい。 

 

事務局（野原補佐） 

求人と求職の条件が合わなかったということでございます。求人側とし

ては、いわゆる免状持ちの方を求めていますが、求職の方は船員未経験者

や、船員経験者でも免状等の資格を持たない方が多くいました。当局とし

ては、成立に向けていろいろとアドバイスはしましたが、うまく成立しな

かったということでございます。 

 

宮里部会長 

 そういった場合、職業訓練とかいう機関も紹介するのですか。 

 

事務局（野原補佐） 

 そういう機関のポスターやパンフレットを通してこういう資格が取れ

ますよとか、資格を取得すると就職に有利ですよ等の案内はしております。 

 

宮里部会長 
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 ほかに質問等ありますか。 

 

大﨑委員（労） 

５ページの初回受給者１名の退職理由は、２ページ目の船舶所有者都合

等管内１の方ですか。 

 

事務局（野原補佐） 

 ５ページ目の初回受給者については、２月の新規求職者で、３ヶ月の給 

付制限後５月に基本手当を受給した方です。また、２ページの船舶所有者  

都合等管内１名については、５月の新規求職者ですので、全く別な方とな 

っています。 

 

大﨑委員（労） 

管外の求職者は、管外で基本給手当の受給となるのか、あるいは、沖縄

でも受給可能ですか。 

 

事務局（野原補佐） 

管外の船舶会社で船員として勤めていた方が、退職をし、必要な書類を

揃えて、当局へ申請し認定を受けた場合は、当局での支給となります。 

 

大﨑委員（労） 

  わかりました。それと、もう一点、再就職手当、２人おられるんですけ 

 ど、５月の成立件数は０だということで、再就職される２人は、自分で 

 仕事を探されたのですか。 

 

事務局（野原補佐） 

 再就職したのは３月です。再就職後に調査した上で支給決定するため、

再就職手当を支給したのが５月となりました。従って、５月の再就職では

ございません。 

 

大﨑委員（労） 

そうですか。ということは、この２件についても当然、過去の成立件数

の中に入っているのですか。 

 

事務局（野原補佐） 

 １人は自己就職のため成立件数に入っていませんが、１人は過去の成立 

件数に入っております。 

 

 

宮里部会長 

 再就職手当は就職が決まったら、出すんですか。 

 

事務局（野原補佐） 

基本手当の所定給付日数の３分の１以上の支給日数を残して、安定した

職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、支給を受けることができま

す。 
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 支給額は、所定給付日数の３分の１以上を残して就職した場合は、支給

残日数の５０％、所定給付日数の３分の２以上を残して就職した場合は、

支給残日数の６０％となっています。 

 

宮里部会長 

ほかに質問、ございませんでしょうか。ないようでしたら、意見交換会

に移りたいと思いますが、他にございますか。 

 ないようでしたら、前回、質問をいただいています回答を事務局でお願

いします。 

 

事務局（野原補佐） 

  前回、大﨑委員からありました４ページ下の４月分の月末未済求職内訳

表の機関部職員６０歳以上の２名について、その方は、上の表の内航商船

では、どちらに入るかという御質問でしたが、１人目は、月末未済求職数・

商船等・貨物船・内航の２人のうちの１人です。 

もう１人は、月末未済求職数・商船等その他２人のうちの１人です。そ

の他というのは、タグボートです。大﨑委員の２つ目の御質問で、この２

人が、高年齢求職者給付金に該当するかどうかについてですが、旧船員保

険の高齢求職者給付金の対象年齢は６０歳でしたが、雇用保険の高年齢求

職者給付金は６５歳となっています。平成２２年１月に船員保険制度の失

業部門が雇用保険制度に統合し、その経過措置として、段階に応じて生年

月日によって、６５歳と読みかえるということでございます。これを今の

事例で当てはめますと、商船等・貨物船・内航の機関部の職員の２人のう

ちの１人は、昭和２４年生まれの６５歳ですので、受給対象になっていま

す。 

 もう１人の商船その他・タグボートの方は、昭和２９年生まれの６０歳

ですので、受給の対象になっていないということです。 

 三つ目の御質問、宮里部会長と大崎委員からありました高年齢求職者給

付金が支給されるということは求職者数にカウントされるか否かについ

ては、高年齢求職者給付金齢の支給と求職のカウントは、全く別でござい

ます。６５歳の方は、高年齢求職者給付金は受けていますが、現在、求職

中ですので、求職者としてもカウントをしています。 

  以上でございます。 

 

宮里部会長 

 この方が求職して就職できたといっても、高齢者求職手当金はもらえる

ということですか。 

 

事務局（野原補佐） 

 高年齢求職者給付金は、１回限りの給付ですので、一度給付を受けた方

が、再就職した場合には再就職手当等を受けることはできません。なお、

高齢者求職者給付金を受けると基本手当は受けられないということでご

ざいます。 

 

宮里部会長 

 どうもありがとうございます。 
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 ただいまの件ついて大体御理解頂けたと思います。 

よろしいでしょうか。 

 ほかに何か、御意見等、御質問がなければ、事務局から次回の御連絡を

お願いいたしたいと思います。 

 

事務局（西） 

 ７月の船員部会は、７月２３日木曜日、１階の共用会議室で１４時から

開催したいと思います。出席できない場合は、事前に事務局までご連絡く

ださい。 

  以上です。 

 

宮里部会長 

ありがとうございます。それでは、本日の部会はこれで終了いたします。    

お疲れさまでした。 


